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新型コロナワクチン接種について

問い合わせ

（9 月 20 日時点の情報です）

●直方市新型コロナワクチンコールセンター
TEL 0120-895-250　FAX 0949-25-1160

（午前 9 時～午後 7 時、月～金※祝日は除く）

　接種の時期や会場、
　接種券などについて聞きたい場合

●福岡県新型コロナワクチン専用ダイヤル
TEL 0570-072972（通話料は発信者負担）

（午前 9 時～午後 9 時、土日・祝日も実施）
●厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
TEL  0120-761770

（午前 9 時～午後 9 時、土日・祝日も実施）

　接種後の副反応など医学的知見が
　必要な相談をしたい場合

　その他、新型コロナワクチンについて
　聞きたい場合

5～11歳 の3回目接種
2回目接種から5ヵ月以上経過した人を対象に、ファイザー社製の小児用ワクチンを接種します。
接種券は順次対象者へ送付しています。詳しくは、同封の案内をご覧ください。

接種間隔 最終接種から5ヵ月以上経過後（10月下旬以降、短縮される予定）

ワクチンの種類 ファイザー社製ワクチン（12歳以上が対象）
モデルナ社製ワクチン（18歳以上が対象）

接種会場 市内医療機関での個別接種と中央公民館での集団接種を予定

※最新の情報は、市ホームページをご確認ください。
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オミクロン株対応ワクチン接種対象では
ありません。
初回接種を受けてください。

接種完了後、10月下旬に国から示される
接種間隔経過後、接種券を送付予定です。
今しばらくお待ちください。

手元に接種券がある人は、お手持ちの接
種券で接種してください。
※ 12 ～ 59 歳の３回目接種が完了した
人（4 回目接種対象外の人）には、10 月
中旬以降順次接種券を発送します。

未接種
接種済み

接種券を紛失した人や転入してきた人等で手元に接種券がない場合、
コールセンターへ電話するか、オンラインで接種券の（再）発行申請を
してください。

オミクロン株対応ワクチンの 接種 が始まります
　新型コロナウイルスのオミクロン株（BA.1型）と従来株に対応した2価ワクチン（以下、オミクロン株
対応ワクチン）を使用した追加接種を、10月上旬から順次1・2回目接種が済んでいる12歳以上の人を
対象に実施します。接種期間は来年3月31日までの予定です。
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手続き名 担当課 担当係 連絡先
防火対象物使用開始の届出 予防課 建築係 25-2302

道路工事の届出 警防課 警防係 25-2303

就学時健康診断日程変更の申込み 教育総務課 教育総務係 25-2321

国立・私立・県立学校への就学届 学校教育課 学校教育係 25-2323

転居に伴う直方市外の公立小中学校への入学・転校の事前届

転居に伴う直方市立小中学校への入学・転校の事前届

障がい福祉サービス受給者証等の再交付申請 子育て・障がい支援課 障がいサービス係 25-2139

障がい児通所受給者証等の再交付申請

地域生活支援事業の再交付申請

住所移転後の要介護・要支援認定の申請 保険課 高齢者保険料係 25-2116

介護保険料納付証明書の請求

後期高齢者医療保険料納付証明書の請求

子宮・乳がん検診無料クーポン券の再交付申請 健康長寿課 健康推進係 25-2115

風しんにおける抗体検査および予防接種無料クーポン券の再交付申請 

高齢者予防接種（インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌）依頼書申請

スロージョギング ® 教室　参加申込み 健康企画係 25-2275

新型コロナワクチン住所地外接種届出 新型コロナワクチン
接種対策係

25-2290

新型コロナワクチン海外渡航用接種済証明の申請

新型コロナワクチン国内用接種済証明の申請

老朽危険家屋解体撤去費補助金の事前申請 都市計画課 都市計画係 25-2201

空き家バンクの登録申請

公園施設使用許可の申請 公園街路係 25-2200

下水道排水設備接続の申請 下水道課 下水道庶務係 25-2202

水洗化等排水設備工事費補助金の交付申請

家屋滅失の届出 税務課 固定資産税係 25-2143

国民健康保険税納税証明書の請求（確定申告用） 市民税保険税係 25-2141

市報・市ホームページへの有料広告掲載の申込み 秘書広報課 秘書広報係 25-2236

初心者向けスマホ講座の申込み 企画経営課 DX 推進係 25-2218

行政文書の開示請求 総務課 総務法制係 25-2222

新たに29の手続きでオンライン請求・申請が可能に！
　市では、「市役所に足を運ばなくても受けることができる行政サービス提供」
の実現に向けて、行政手続きをオンライン化する取り組みを推進しています。
　10月から新たに下記のオンライン請求・申請の受け付けを開始しました。
　時間、場所を問わず、24時間手続きができますので、ぜひご利用ください。

　オンライン請求・申請をご利用の際は、市HPで「オンライン請求・申請」と検索するか、
QRコードを読み込み、画面の説明に沿って手続きを行ってください。

注1）マイナンバーカードを用いての電子署名が必要な一部の手続きは、スマートフォンのみでの対応となります
注2）お使いの端末や環境によっては、ご利用いただけない場合があります。


